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国

＜地方交付税による信用補完＞

住民 地方 銀行

＜債務保証、損失補償＞

地方の外郭団体

責任曖昧なシステム
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補助金の経済学

ソフトな予算制約の概念
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ソフトな予算制約とは？状況
• 補助金の肥大化・非効率化を招いた根本的なメカニズムを経済学的に理解する

ためのひとつの概念＝＞「ソフトな予算制約」
• 「ソフトな予算制約」とは、一言で言えば、予算制約が裁量性に任され、事後的に

変更される可能性がある

• 「ソフトな予算制約」という概念を提唱：Kornai (1979、1980、
1983)

• Kornai(1986b)では、生じる根拠を以下のように整理
– A：職の確保＜＝社会的弱者救済という再分配目的
– B：対外的競争からの国内生産の保護＜＝社会的弱者救済という再

分配目的
– C：社会的弱者（貧者、障害者、病人、老人）の救済のための再分配

政策＜＝社会的弱者救済という再分配目的
– D：安全と安定の要求＜＝最低限の生活保障、財源保障目的
– E：社会的に重要な一定の目的に奉仕している組織＜＝国は社会を

守るべきという国家保護者論、社会的外部性の内部化目的(効率性)
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ソフトな予算制約が見られるケース：
目的・根拠で整理

• １ 非私有企業（最低限の生活保障）
• 独立採算では成立しえず、政府からの補助金または、「ソフト化」された補填補助

金で存続
• サービス提供コストは実績主義に基づくものが多く、企業によるコスト削減努力は

阻害されてしまう。
• ２：公共投資プロジェクト（時間不整合性）
• 初期に楽観的な費用計算＝＞事後的に費用超過分を公的財源で埋め合わせる
• 根拠は、サンクコスト＝＞事後的に見た効率性と事前の効率性が異なるという時

間不整合性（time inconsistency）
• 事後的な費用補填が予想される場合には、初期の費用は過少に見積もられる歪

みが生じてしまう。
• ３：危機に瀕している私企業セクタ－および(商業銀行などの)中小企業 (弱者保

護のための再分配政策) 
• 存続の危機に瀕する企業セクター＝＞その時代における社会的弱者
• 政治的配慮により、特別の保護政策：弱者保護のための再分配政策
• この場合、社会経済の変化に応じて対応しようとする企業努力は阻害されてしま

う。
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ソフトな予算制約が見られるケース２

• ４：非営利団体(外部性)
• 公的なサービスを提供するさまざまな非営利団体が存在
• ほとんどが政府からの財政的援助（補助金）によって存続
• 資金的に困難に陥った場合、政府からの追加補助を求めて存続
• 天下りなどにより政府と密接な関係がある場合、追加補助

• ソフト化の根拠は、非営利団体が公的に価値のある（正の外部性を伴う）
事業＝＞政府の補助金でまかなわれるべき

• この場合、団体の効率化努力は阻害されてしまう。
• ５：補助を受ける地方政府（部局・省庁）(再分配、財源保障)
• 中央政府から補助を受ける地方政府（部局・省庁）＝＞事後的に、補助

金が配布される
• ソフト化の根拠は、再分配や財源保障
• 地方政府（部局・省庁）の経営効率化努力は阻害されてしまう。
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ソフトな予算制約とその帰結



8

2006年以降の動向（１）

2006年1月 総務省「地方分権２１世紀ビジョン懇談会」設置
4月 地方債の発行が許可制から協議制に移行
5月 市場公募地方債の発行方式が合同条件決定

方式に移行（総務省への委任をとりやめ）
6月 夕張市が財政再建団体の指定申請を表明
7月 「ビジョン懇」報告書公表
8月 市場公募地方債の発行方式の見直しについて

公正取引委員会が見解を表明
総務省「新しい地方財政再生制度研究会」設置

• (以下資料では、一部、（「日本の地方債市場」中里透 氏（上智大学経済学部）の講演原稿

を引用）
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2006年以降の動向（２）

2006年９月 市場公募地方債の発行方式が個別条件決定

方式に移行

12月 「新しい地方財政再生制度研究会」報告書公表

2007年1月 総務省「債務調整等に関する調査研究会」設置

3月 夕張市が財政再建団体に移行

6月 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

可決・成立（早期是正措置を導入）

2008年1月 非居住者が保有する振替地方債の利子非課税

措置の適用開始

4月 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

一部施行（健全化判断比率の公表）
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健全化問題：視点１：転げ落ちた夕張

○ 財政破綻の原因

（1）過大投資：80年代後半に過大な観光事業を計画・実施

（2）過剰雇用：類似団体の２倍の職員数・人件費

（3）不適切な不動産取引：ヤミ起債による民間施設の取得

○機能しなかったモニタリング

（1）会計操作：出納整理期間を利用した赤字の付け替え

（2）不十分な議会のチェック：一時借入金の借入限度額は

市議会の議決事項

（３）金融機関による安易な融資：「暗黙の政府保証」と

「リスク・ウェイト０％」の問題



11



12



13



14



15



16

健全化問題：視点２：
国によるガバナンス

－地方財政健全化法－
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地方公共団体の財政の健全化に関する
法律 ポイント

• 新しい地方財政再生制度研究会報告書（平成１８年１２月８
日）

• 6月15日、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」
（以下、財政健全化法）が成立

• これまでの地方財政再建促進特別措置法に代わり、財政健
全化法にもとづく地方公共団体の新しい財政再建制度が整
備される。

• 旧法に基づく財政再建制度と異なる特徴
• ［1］財政健全化の過程に「早期健全化」「財政再生」の2段階

のスキーム
• ［2］そのための判断指標として新たな財政指標導入
• ［3］指標が一定以上になると「財政健全化計画」「財政再生

計画」の策定
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健全化問題：視点３：
市場からのガバナンス

－地方債市場構造の分析－
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地方債市場の環境変化（1）
従来のスキーム

○地方債の発行：許可制

○公的資金（政府資金及び公営公庫資金）の充当

：地方債計画

○償還財源の確保：地方財政計画

○地方財政対策：交付税と地方債

○破綻時の対応：地方財政再建促進特別措置法

⇒国による信用補完

⇒「自治体間に信用力格差は存在しない」
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地方債市場の環境変化（2）
近年における変化

○地方債の発行：許可制⇒協議制

統一条件⇒個別条件

○財投改革：公的資金の減少

○地方財政改革：地方交付税の縮減

○自治体破綻（再生）法制の検討：債務調整（?）

⇒各自治体の信用力格差が地方債の発行条件と

流通利回りにより強く反映されるように（?）
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地方債市場の現状（1）
地方債の資金別構成

○地方債計画(2008年度(当初)) ：12兆4,776億円

○地方債の資金別構成(2008年度(当初)) 
（単位：％、カッコ内は2001年度）

公的資金 36.6(59.2)
うち政府資金 26.0（47.3）

公営公庫資金 1.7（11.9）

公営金融機構 9.0 （―）

民間資金 63.4（40.8）

うち市場公募債 27.2（10.2）

銀行等引受 36.1（30.5）
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地方債市場の現状（2）
市場公募債発行団体の推移

2002年度まで 28団体(16都道府県12政令市）

（都道府県）

北海道、宮城県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、長野県、静岡県、愛知県、

京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県

（政令市）

札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、

京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市
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地方債市場の現状（2）
市場公募債発行団体の推移

2002年度まで 28団体(16都道府県12政令市）
03年度（新規） さいたま市

04年度（新規） 福島県、群馬県、岐阜県、熊本県

05年度（新規） 鹿児島県、静岡市

06年度（新規） 島根県、大分市、堺市

07年度（新規） 山梨県、岡山県、新潟市、浜松市

08年度（新規） 栃木県

現在 43団体(25都道府県18都市）
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地方債市場の現状（3）
市場公募債の年限構成

○2008年度の発行予定額（借換債を含む）

総額 5兆3,550億円

うち10年債 3兆6,300億円

（個別発行分2兆4,000億円、共同発行分1兆2,300億円）

5年債 9,800億円

20年債・30年債 7,450億円
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地方債市場の現状（4）
発行条件の決定方式

2002年3月まで 統一条件決定方式

（自治省とシ団代表行（興銀））

02年4月 ２テーブル方式導入

（東京都とその他、交渉は総務省に委任）

04年4月 東京都と横浜市が個別方式に移行

06年4月 神奈川県と名古屋市が個別方式に移行

5月 合同条件決定方式に移行

(総務省への委任をとりやめ）

9月 全面的に個別条件決定方式に移行
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地方債市場の現状（5）
公正取引委員会見解

「市場公募地方債の統一条件交渉方式について」

（2006年8月14日）

１．本来、市場公募地方債の発行条件は、個々の地方公共

団体の信用力、当該地方債の発行額等を反映して市場に

おいて決定されるべきものである。

２．従来、地方債許可制度の下で、一部の地方債の発行に

おいて統一条件交渉方式が採られてきたが、本年度から

新たな協議制度が施行されたことを契機に、上記１の市場

公募地方債の本来の姿を実現すべく、早急に、市場公募

地方債の発行条件の統一条件交渉方式の廃止に向けた

具体的な検討が行われることが競争政策上望ましい。
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地方債市場の現状（6）
自治体格付け

○自治体格付け

［非依頼格付け］

格付投資情報センター(Ｒ＆Ｉ) 39団体

（2008年末に取り下げ予定）

日本格付研究所(ＪＣＲ) 38団体

（2008年2月に撤回）

［依頼格付け］

格付投資情報センター(Ｒ＆Ｉ) 3団体

日本格付研究所(ＪＣＲ) 1団体

スタンダード・プアーズ(Ｓ＆Ｐ)  6団体

ムーディーズジャパン (ＭＤＹ)     9団体
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地方債市場の現状（6）
自治体格付け

市場公募地方債発行団体の依頼格付け

Ｒ＆Ｉ ＪＣＲ Ｓ＆Ｐ ＭＤＹ

団体名

東京都 AA Ａａ１

新潟県 Ａａ１
静岡県 AA+ Ａａ１
岡山県 AA
福岡県 Ａａ１

千葉市 A+
横浜市 AA-
新潟市 AA-

浜松市 Ａａ１
名古屋市 Ａａ１
京都市 A+ Ａａ１
大阪市 AA+ AA- Ａａ１

神戸市 AA
福岡市 Ａａ１
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地方債市場の現状（6）
自治体格付け

○自治体の信用力の評価基準(Ｒ＆Ｉ)
(1)域内の経済力

(2)債務の規模と返済に回せる資金のバランス

(3)財政収支の構造とその動向

(4)財政運営能力

○自治体格付けは、単体としての信用力評価とシステム

サポートに対する評価の双方に依存。
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自治体の財政状況と地方債利回り（1）
分析対象と推定方法

○市場公募地方債の流通市場を対象に各自治体の財政状況
（信用力）と地方債利回りの関係を検証

○対象団体：24団体（13都道府県11政令市）

○対象期間：2003年、05年及び06年（各年9月末現在）

○推定式

SPREADit＝ α＋βＺit＋γXit＋δDt＋εit

SPREADit：地方債流通利回り（対国債スプレッド）

Ｚit：自治体の財政状況（信用力）を表す変数

Xit：地域経済・地域金融の状況を表す変数

Dt：時点ダミー
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自治体の財政状況と地方債利回り（２）
データ

○データ

(1)対国債スプレッド

市場公募地方債（10年債）流通利回り

長期国債（10年物利付国債）流通利回り

(2)各自治体の信用力・財政状況

自治体格付け（Ｒ＆Ｉ及びＪＣＲによる格付け）

財政指標(財政力指数・経常収支比率・自主財源比率

・地方債現在高倍率）

(3)地域経済・地域金融の状況

預貸率

都銀/地銀ダミー
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自治体の財政状況と地方債利回り（2）
データ：地方債の流通利回り（スプレッド）

    （単位：bps）
格付け 対国債スプレッド 対国債スプレッドの変化幅

団体名 Ｒ＆Ｉ ＪＣＲ 2003年 2005年 2006年 03年～05年 05年～06年

北海道 AA- AA- 13 13 35 0 22
埼玉県 AA+ AA+ 9 8 17 -1 8
千葉県 AA+ AA 9 9 15 0 6
東京都 AAA AA+ 6 7 14 1 8
神奈川県 AA AA+ 9 8 16 -2 8
新潟県 AA AA+ 8 10 17 2 6
静岡県 AA+ AA+ 8 9 16 0 7
愛知県 AA AA+ 9 9 16 -1 8
京都府 AA+ AA+ 9 8 16 -1 7
大阪府 AA- AA- 15 13 34 -2 20
兵庫県 AA- AA 13 13 33 0 20
広島県 AA AA 9 9 16 0 8
福岡県 AA AA+ 8 8 16 0 8
札幌市 AA AA+ 8 9 16 1 7
千葉市 AA+ AA 8 10 15 2 5
横浜市 AA+ AA 7 9 16 2 7
川崎市 AA AA+ 8 9 16 0 7
名古屋市 AA AA 8 9 16 1 8
京都市 AA- AA- 10 9 18 -1 9
大阪市 AA- AA- 12 13 35 1 22
神戸市 AA- AA- 13 14 33 1 19
広島市 AA AA- 9 10 18 1 8
北九州市 AA AA+ 9 10 16 1 6
福岡市 AA AA 9 9 18 1 9

（注１）Ｒ＆Ｉの格付けは06年5月18日時点、ＪＣＲの格付けは05年7月28日時点のものである。
（注2）対国債スプレッドは各年9月末(最終営業日)時点のものである。
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自治体の財政状況と地方債利回り（2）
データ：自治体格付け

図表１　 市場公募地方債発行団体の格付けの状況

格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ） 日本格付研究所（ＪＣＲ）

団体名 03/03/2005 05/18/2006 03/29/2007 11/14/2002 01/28/2004 07/28/2005

北海道 AA- AA- AA- AA+ AA- AA-

埼玉県 AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+
千葉県 AA+ AA+ AA+ AA+ AA AA

東京都 AA+ AAA AAA AA+ AA+ AA+
神奈川県 AA AA AA+ AA+ AA AA+
新潟県 AA AA AA AA+ AA+ AA+

静岡県 AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+
愛知県 AA AA AA+ AA+ AA+ AA+
京都府 AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+

大阪府 AA- AA- AA AA AA- AA-
兵庫県 AA- AA- AA AA AA AA
広島県 AA AA AA AA+ AA AA

福岡県 AA AA AA AA+ AA+ AA+
札幌市 AA AA AA AA+ AA+ AA+

千葉市 AA+ AA+ AA+ AA+ AA AA
横浜市 AA+ AA+ AA+ AA+ AA AA
川崎市 AA AA AA AA+ AA+ AA+

名古屋市 AA AA AA AA+ AA AA
京都市 AA- AA- AA- AA AA- AA-
大阪市 AA- AA- AA- AA AA- AA-

神戸市 AA- AA- AA
*1 AA AA- AA-

広島市 AA AA AA AA AA- AA-

北九州市 AA AA AA AA+ AA+ AA+
福岡市 AA AA AA AA+ AA AA

*1 この格付けは発行体の依頼に基づく格付けである（2007年1月10日公表）。
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自治体の財政状況と地方債利回り（2）
図 表 １ 　 市 場 公 募 地 方 債 発 行 2 8 団 体 の 概 況

団 体 名 市 場 公 募 債 指 定 金 融 機 関

発 行 開 始 年

（ 都 道 府 県 ）
北 海 道 1 9 7 3 北 洋 銀 行

宮 城 県 1 9 7 5 七 十 七 銀 行
茨 城 県 1 9 8 9 常 陽 銀 行

埼 玉 県 1 9 7 5 埼 玉 り そ な 銀 行 ( 旧 埼 玉 ( あ さ ひ ) 銀 行 )
千 葉 県 1 9 7 5 千 葉 銀 行

東 京 都 1 9 5 2 み ず ほ 銀 行
神 奈 川 県 1 9 7 3 横 浜 銀 行

新 潟 県 1 9 8 9 第 四 銀 行
長 野 県 1 9 8 9 八 十 二 銀 行

静 岡 県 1 9 7 3 静 岡 銀 行
愛 知 県 1 9 7 3 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 ( 旧 東 海 銀 行 )

京 都 府 1 9 7 5 京 都 銀 行
大 阪 府 1 9 5 2 り そ な 銀 行 ( 旧 大 和 銀 行 )

兵 庫 県 1 9 5 2 三 井 住 友 銀 行
広 島 県 1 9 7 3 広 島 銀 行
福 岡 県 1 9 7 3 福 岡 銀 行

（ 政 令 市 ）

札 幌 市 1 9 7 3 北 洋 銀 行
仙 台 市 1 9 8 9 七 十 七 銀 行

千 葉 市 1 9 9 4 千 葉 銀 行
横 浜 市 1 9 5 2 横 浜 銀 行

川 崎 市 1 9 7 3 横 浜 銀 行
名 古 屋 市 1 9 5 2 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 ( 旧 東 海 銀 行 )

京 都 市 1 9 7 5 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 ( 旧 三 和 銀 行 )
大 阪 市 1 9 5 2 ４ 行 に よ る 輪 番 制

神 戸 市 1 9 5 2 三 井 住 友 銀 行
広 島 市 1 9 8 2 広 島 銀 行

北 九 州 市 1 9 7 3 み ず ほ 銀 行 ・ 福 岡 銀 行 ( 輪 番 制 )
福 岡 市 1 9 7 3 福 岡 銀 行

( 注 1 ) 丹 羽 ( 2 0 0 3 ) を も と に 加 筆 修 正 を 行 な っ て 作 成 し た 。

( 注 2 ) 指 定 金 融 機 関 の 欄 の カ ッ コ 内 は 合 併 前 の 旧 行 名 で あ る 。
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自治体の財政状況と地方債利回り（3）
推定結果（R＆Ｉデータ）

図表４　格付けと地方債利回り（Ｒ＆Ｉデータ）

被説明変数：市場公募債利回り(対国債スプレッド（％）)

     (1)      (2)      (3)      (4)      (5)      (6)

定数項 0.074 0.082 0.072 0.079 0.052 0.055
  (0.000)   (0.001)   (0.000)   (0.004)   (0.155)   (0.313)

格付け
　　AA＋ (AAPLUS) -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.002 -0.002

  (0.318)    (0.295)    (0.366)    (0.346)    (0.678)    (0.679)
　　AA－ (AAMINUS) 0.072 0.072 0.074 0.074 0.067 0.065

  (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)

預貸率 -0.011 -0.011 -0.001
  (0.748)   (0.756)   (0.976)

地銀ダミー 0.003 0.003 -0.002
  (0.755)   (0.761)   (0.809)

財政力指数 -0.012 -0.014
  (0.543)   (0.500)

地方債現在高倍率 0.010 0.010
  (0.286)   (0.284)

時点ダミー

2005年（DUM05） 0.007 0.007 0.007 0.007 0.003 0.003
  (0.268)   (0.284)   (0.267)   (0.282)   (0.696)   (0.702)

2006年（DUM06） 0.108 0.108 0.108 0.108 0.106 0.105
  (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)

自由度修正済決定係数 0.766 0.763 0.763 0.759 0.767 0.760

(注)各係数のカッコ内はｐ値（有意確率）である。
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自治体の財政状況と地方債利回り（3）
推定結果（JCRデータ）

図表５　格付けと地方債利回り（ＪＣＲデータ）

被説明変数：市場公募債利回り(対国債スプレッド（％）)

     (1)      (2)      (3)      (4)      (5)      (6)

定数項 0.112 0.110 0.118 0.119 0.064 0.079
  (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.101)   (0.130)

格付け
　　AA＋ (AAPLUS) -0.024 -0.024 -0.021 -0.021 -0.017 -0.014

   (0.010)    (0.009)    (0.012)    (0.010)    (0.061)    (0.081)
　　AA－ (AAMINUS) 0.060 0.059 0.056 0.056 0.056 0.049

  (0.009)   (0.009)   (0.016)   (0.015)   (0.011)   (0.022)

預貸率 0.002 -0.001 0.016
  (0.954)   (0.983)   (0.614)

地銀ダミー -0.014 -0.014 -0.021
  (0.191)   (0.197)   (0.041)

財政力指数 -0.028 -0.045
  (0.224)   (0.072)

地方債現在高倍率 0.020 0.019
  (0.022)   (0.034)

時点ダミー
2005年（DUM05） -0.018 -0.018 -0.016 -0.016 -0.022 -0.018

  (0.014)   (0.013)   (0.031)   (0.029)   (0.004)   (0.015)
2006年（DUM06） 0.083 0.083 0.085 0.085 0.082 0.085

  (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)

自由度修正済決定係数 0.700 0.696 0.706 0.701 0.733 0.746

(注)各係数のカッコ内はｐ値（有意確率）である。
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自治体の財政状況と地方債利回り（3）
推定結果（各種財政指標）

図表６　財政指標と地方債利回り

被説明変数：市場公募債利回り(対国債スプレッド（％）)

     (1)      (2)      (3)      (4)      (5)      (6)      (7)

定数項 -0.350 -0.304 -0.107 -0.346 -0.004 -0.330 -0.069
  (0.003)   (0.004)   (0.050)   (0.002)   (0.930)   (0.001)   (0.191)

財政力指数 -0.194 -0.031 -0.210 -0.023
  (0.006)   (0.203)   (0.003)   (0.387)

経常収支比率 0.299 0.357 0.336 0.346
  (0.003)   (0.000)   (0.000)   (0.000)

自主財源比率 0.346 0.395 0.316 0.058
  (0.008)   (0.003)   (0.511)   (0.272)

地方債現在高倍率 0.033 0.026 0.041 0.033 0.034 0.031 0.042
  (0.003)   (0.007)   (0.001)   (0.002)   (0.002)   (0.002)   (0.001)

時点ダミー
2005年（DUM05） -0.007 -0.004 -0.011 -0.007 -0.008 -0.006 -0.012

  (0.389)   (0.554)   (0.187)   (0.336)   (0.214)   (0.375)   (0.124)
2006年（DUM06） 0.092 0.101 0.087 0.097 0.097 0.099 0.092

  (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)

自由度修正済決定係数 0.728 0.668 0.686 0.663 0.606 0.666 0.609

(注)各係数のカッコ内はｐ値（有意確率）である。
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自治体の財政状況と地方債利回り（4）
推定結果のまとめ

○発行体格付けがAA格とAA－格の市場公募地方債の間には
5ないし7bps程度の有意なスプレッド格差が生じており、

地方債の利回り（対国債スプレッド）が各自治体の財政状況
（信用力）を反映する形で形成されていることが確認される。

○経常収支比率と地方債現在高倍率が市場公募債の利回り

と有意なプラスの相関を持ち、財政状況の悪化が地方債の
スプレッドを拡大させる方向に働くことが確認される。

⇒「自治体間に信用力の格差は存在しない」という従来の

見解は、少なくとも最近時点については棄却される。
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債務調整の是非（1）
債務調整のメリットとデメリット

○本稿の分析にしたがえば、債務調整の導入等、地方債の

発行を支えてきた信用補完のスキームの見直しが行なわ

れた場合、地方債の対国債スプレッドの全般的な上昇と

銘柄（発行団体）間のスプレッド格差の拡大が生じることが

予想される。

⇒自治体の資金調達コストが上昇

⇒この点からは債務調整の導入は自治体の財政運営に

とってマイナスの要因

○しかしながら、各自治体の財政状況に応じて地方債のスプ
レッドが速やかに調整されていくことには、自治体の財政

運営に適切な規律付けがもたらされるというメリットもある。
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債務調整の是非（3）
市場規律による補完

○地方債や一時借入金について債務調整が行われる可能性
のあるスキームのもとでは、過大投資等による財政収支の
悪化は資金調達コストの上昇や新規融資の停止につながり、
不適切な財政運営の是正が市場を通じて行われることに

なる。

⇒地方債市場における規律付けは、新たな再生法制における
早期是正措置を補完するもの

⇒この点からは債務調整の導入は自治体の財政運営にとって
プラスの要因
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債務調整等に関する調査研究会
第三セクター等の資金調達に関する

損失補償のあり方について（中間まとめ） 20071017 

• ① 地方公共団体の財政規律を強化する観点から、第三セクター等の資
金調達に関し地方公共団体が行う損失補償について、規律の強化を図
るために新たな仕組みを設けることが必要である。

• ② しかしながら、こうした損失補償契約を締結する地方公共団体の権能
について法律上新たな制約を設けることは、地方公共団体の自己決定・
自己責任原則の確立を目指す地方分権改革等との関係において、引き
続き十分な検討を行うことが必要である。

• ③ 特に、第三セクター等に係る損失補償の中には、国の施策と関連して
設立された第三セクター等に係るものや、国の施策上締結が前提となっ
ている損失補償契約もあり、これらについて国として新たな制約を制度
化するとすれば、引き続き広範な検討・調整作業を重ねることが必要で
あろう。

• ④ したがって、当面、地方公共団体の自主性を尊重しつつ、第三セク
ター等に係る財政規律の確保を図るための方策として、まずは総務省か
ら地方公共団体に対しガイドライン等として一定の考え方を提示し、これ
を踏まえて、地方公共団体が自ら損失補償についての自己規制ルール
を策定するよう要請することが適当である。
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「債務調整等に関する調査研究会」開催要綱（案）

• １．趣旨

• 「新しい地方財政再生制度研究会（平成１８年８月３１日設
置）」（以後「前研究会」）は、地方行財政制度の抜本的改革
が進展した場合、これを前提に債務調整を導入する場合の
課題を整理し、「地方分権改革の議論に結びつけていくため、
さらに具体的な検討を深めていくことが必要である」とした。

• こうした経緯を踏まえ、前研究会において整理した課題等に
ついてさらなる検討を行い、今後の地方分権改革の議論に
資するため、本研究会を設置する。

• 第１回会合（平成２０年６月３０日開催）
第２回会合（平成２０年７月２４日開催）

• ○ 損失補償に関する判例等について
• ○ 損失補償に関する法的整理の事例について
•
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• 実質上は、債務保証同様、損失補償契約は実行されなければならず、少
なくともこれまでの住民訴訟に対する判例では、法律違反とはいえないと
の見解。
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健全化問題：視点４：
公的融資からのガバナンス

－財政融資資金の融資先としての地
方公共団体の財務状況把握－
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基本的な考え方

• 平成16 年に財政制度等審議会財政投融資分科会において、
財政投融資の実施状況が改革の趣旨を反映したものとなっ
ているかを確認するため、全ての財投事業について財務の
健全性の点検が行われた。その結果を取りまとめた「財政投
融資改革の総点検について」(平成16 年12 月10 日)におい
て、「地方公共団体向け公的資金貸付については、貸付先
の財務状況、事業の収益性等を適切にチェックすることが求
められる。」と指摘された点等を踏まえ、確実かつ有利な運
用が義務づけられている財政融資資金の融資主体として、
債務者たる地方公共団体の財務状況を的確に把握し、地方
向け財政融資資金の融資審査の充実を図る観点から、平成
17 年度より財務局・財務事務所において地方公共団体（市
町村）の財務状況把握を実施することとしたものである。
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【地方向け財政融資資金の融資審査の充実について】
財政制度等審議会財政投融資分科会提出資料

平成16 年12 月23 日

• 地方向け財政融資資金の融資審査の充実を図る
観点から、融資主体として、債務者である地方公共
団体の財務状況の十分かつ的確な把握を図ること
とし、平成17 年度から実施。

• 地方公共団体の決算確定後、総務省より同省が地
方公共団体から徴求している予算決算関係の各種
資料の提供を受け、財務局・財務事務所において、
個別地方公共団体の財務状況を把握。

• 上記を経て、財務内容の聴取が必要と認められる
特定の地方公共団体に対しては、ヒアリングを実施。



60



61



62



63



64



65



66



67

健全化問題：視点４：
自治体内部（住民視点）のガバナンス
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地方自治ガバナンス

• 自治体意識改革：事業の透明性、事業評価

• 自治体内部監査

• 自治体外部監査

• 議会のチェック

• 住民からのチェック(情報公開）

• オンブズマン
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分析紹介１：財政運営の透明性（情報公開、政策評価）と事業効率性

赤井伸郎・山下耕治（長崎大学）

• 数多くある透明性確保の手段で、どの手段が本当に非効率
な財政運営を阻むことができるのかを明らかにし、財政の透
明性の在り方を検討

• ○実証分析の結果
• ・政策評価の数値化等を通じた行政内部からの職員の意識

改革を喚起するタイプの制度が地方自治体の費用最小化イ
ンセンティブに寄与している。

• ○有効な制度設計の方向性

• ・財政の効率化を図る有効な方策は、政策評価の数値化等
を通じて、行政内部での意思決定ルールの改善で職員を意
識的に規律付ける制度である。
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分析紹介２：情報公開、説明責任と事業効率性

－土地開発公社の不良資産からの考察－
赤井伸郎・金坂成通

• 土地公社の土地の塩漬け率（10年超）」または｢不
良資産率｣を表す事業の非効率性指標と、行政活
動の透明性の確保、すなわち情報公開制度の導入
との関係を実証。

• ＝＞情報公開制度導入は、導入直後にすぐ効果を
発揮するものではない(公布後の経過日数が有意）
が、導入による意識改革は、事業の効率化に寄与
していること示唆された。
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健全財政持続のためのガバナンス

• 適正なガバナンス制度の構築：目標は、透明性と情
報公開・モニタリングを通じた説明責任による職員
の意識改革。

• ガバナンス強化のための効率的で効果的なモニタリ
ング：モニタリング主体に責任を持たせることが重要。

• 責任の明確化には限界もある。＝＞多面的なモニ
タリングが効果的。


